
広報とよおか 2019（平成31）年1月号　 20

個
人
市
県
民
税
の
主
な
改
正
内
容

配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除

の
見
直
し（
平
成
30
年
分
か
ら
）

　

就
業
調
整
を
意
識
し
な
く
て
済

む
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
配

偶
者
特
別
控
除
の
対
象
と
な
る
配

偶
者
の
合
計
所
得
金
額
の
上
限
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
合
計
所
得
金
額
９
０
０

万
円（
給
与
収
入
１
１
２
０
万
円
）

超
の
納
税
義
務
者
に
係
る
配
偶
者

控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別
控
除
に

つ
い
て
、
担
税
力
の
調
整
の
必
要

性
の
観
点
か
ら
、
控
除
額
が
次
第

に
減
り
、
消
失
す
る
仕
組
み
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。

■
給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等

　
控
除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の
振
替

　
え

　

働
き
方
の
多
様
化
を
踏
ま
え

「
働
き
方
改
革
」を
後
押
し
す
る
な

ど
の
観
点
か
ら
、
特
定
の
収
入
に

の
み
適
用
さ
れ
る
給
与
所
得
控
除

額
・
公
的
年
金
等
控
除
額
を
そ
れ

ぞ
れ
10
万
円
引
き
下
げ
、
ど
の
よ

う
な
所
得
に
で
も
適
用
さ
れ
る
基

礎
控
除
の
控
除
額
が
10
万
円
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
給
与
所
得
と
年
金
所
得

の
両
方
を
有
す
る
方
は
、
片
方
に

係
る
控
除
の
み
が
減
額
さ
れ
る
よ

う
に
、
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与

所
得
か
ら
10
万
円
を
控
除
す
る
措

置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

■
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　

給
与
収
入
が
８
５
０
万
円
を
超

え
る
場
合
の
控
除
額
が
、
１
９

５
万
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
子
育
て
・
介
護
に
配

慮
す
る
観
点
か
ら
、
23
歳
未
満
の

扶
養
親
族
や
特
別
障
害
者
で
あ
る

扶
養
親
族
等
を
有
す
る
方
等
に
負

担
増
が
生
じ
な
い
よ
う
に
措
置
が

講
じ
ら
れ
ま
す
。

■
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

　

世
代
内
・
世
代
間
の
公
平
性
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
的
年
金

等
収
入
が
１
千
万
円
を
超
え
る
場

合
の
控
除
額
に
１
９
５
万
５
千
円

の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
が
１
千
万
円
超

２
千
万
円
以
下
の
場
合
10
万
円
、

２
千
万
円
超
の
場
合
20
万
円
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。

■
基
礎
控
除
の
見
直
し

　

基
礎
控
除
の
控
除
額
が
10
万
円

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す（
再
掲
）。

　

ま
た
、
合
計
所
得
金
額
が
２
４

０
０
万
円
超
で
控
除
額
が
次
第
に

減
り
、
２
５
０
０
万
円
超
で
消
失

す
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

■
調
整
控
除
の
見
直
し

　

基
礎
控
除
が
消
失
す
る
合
計
所

得
金
額
が
２
５
０
０
万
円
を
超
え

る
方
に
は
、
調
整
控
除
が
適
用
さ

れ
な
く
な
り
ま
す
。

■
配
偶
者
・
扶
養
控
除
等
お
よ
び

　
非
課
税
措
置
に
係
る
所
得
要
件

　
の
引
き
上
げ

　

給
与
所
得
控
除
な
ど
か
ら
基
礎

控
除
へ
の
振
替
え
に
伴
い
、
同
じ

収
入
で
あ
っ
て
も
、
合
計
所
得
金

額
や
総
所
得
金
額
等
が
10
万
円
増

加
す
る
た
め
、
配
偶
者
・
扶
養
控

除
等
お
よ
び
非
課
税
措
置
の
所
得

要
件
が
10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。

《
問
合
せ
》
税
務
課

　

☎
21
–
9
0
4
5

《配偶者控除》

納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者

900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

1,000万円超 控除適用なし 控除適用なし

《配偶者特別控除》
配偶者の合計所得金額 市県民税の控除額

納税義務者の
合計所得金額 900万円以下 900万円超

950万円以下
950万円超
1,000万円以下 1,000万円超

38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円

控除適用なし

90万円超95万円以下 31万円 21万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 ９万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 ７万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 ６万円
110万円超115万円以下 11万円 ８万円 ４万円
115万円超120万円以下 ６万円 ４万円 ２万円
120万円超123万円以下 ３万円 ２万円 １万円

平
成
31（
2
0
1
9
）

年
度
か
ら
実
施

平
成
33（
２
０
２
１
）

　
　
　
　
　
　

年
度
か
ら
実
施

クローズアップ豊岡
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所
得
税
・
市
県
民
税
の
申
告
準
備
は
早
め
に

日
曜
納
税
相
談
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　

平
成
30
年
分（
平
成
30
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
）

の
所
得
税
の
確
定
申
告
・
市
県
民
税
の
申
告
期
間
は
、

平
成
31
年
２
月
18
日（
月
）か
ら
３
月
15
日（
金
）ま
で

で
す
。

　

こ
の
期
間
、
市
で
は
本
庁
・
各
振
興
局
に
申
告
相

談
会
場
を
設
置
し
ま
す
が
、
各
会
場
と
も
相
当
な
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
相
談
の
受
付
時
間
を

設
定
し
ま
す
が
、
受
付
人
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
相
談
の
日
程
や
会
場
な
ど
は
、
広
報
と
よ

お
か
２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

次
の
こ
と
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
、
早
め
の
準
備

を
お
願
い
し
ま
す
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
☎
21
–
9
0
4
5

▼
次
の
書
類
は
、
事
前
に
作
成
し

　
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い

○
事
業
所
得（
営
業
、
農
業
）・
不

　

動
産
所
得
の
収
支
内
訳
書

○
医
療
費
控
除
の
明
細
書（
受
診

　

者
・
医
療
機
関
等
ご
と
に
集
計

　

し
た
も
の
）

▼
次
の
書
類
は
、
平
成
30
年
分
で

　
あ
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
全
て

　
持
参
し
て
く
だ
さ
い

○
給
与
所
得
、
公
的
年
金
等
の
源

　

泉
徴
収
票

○
各
種
控
除
に
必
要
な
証
明
書
類

日
曜
納
税
相
談

　

納
税（
市
税
）の
悩
み
ご
と
を
何

で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
１
月
20
日（
日
）午
前
10

　

時
〜
午
後
３
時

▼
場
所　
本
庁
舎　

１
階　

税
務

　

課
収
税
係

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　

市
税
な
ど
の
滞
納
処
分
で
差
し

押
さ
え
た
財
産
を
次
の
と
お
り
公

売
し
ま
す
。

▼
公
売
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

を
利
用
し
た
競
り
売
り

▼
参
加
申
込
期
間　
１
月
８
日

　
（
火
）午
後
１
時
〜
１
月
22
日

　
（
火
）午
後
11
時

▼
競
り
売
り
期
間　
１
月
29
日

　
（
火
）午
後
１
時
〜
１
月
31
日

　
（
木
）午
後
11
時

▼
代
金
納
付
期
限　
２
月
８
日

　
（
金
）午
後
３
時

▼
公
売
物
件　
陶
器
な
ど
９
点

　
（
予
定
）

▼
参
加
資
格　
20
歳
以
上
の
方
で

　

あ
れ
ば
原
則
誰
で
も　

※
公
売

　

保
証
金
の
納
付
が
必
要（
公
売

　

保
証
金
不
要
物
件
を
除
く
）

▼
申
込
み　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

▼
次
の
方
は
、
直
接
豊
岡
税
務
署

　
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
土
地
、
建
物
、
ま
た
は
株
式
な

　

ど
の
譲
渡
所
得
の
あ
る
方

②
青
色
申
告
の
方

③
繰
越
損
失
の
あ
る
方

④
雑
損
控
除
の
あ
る
方

⑤
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
あ

　

る
方
で
初
年
度
の
方

⑥
消
費
税
、
贈
与
税
の
申
告

※
①
か
ら
④
ま
で
に
該
当
す
る
方

　

で
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が
不

　

要
な
場
合
は
除
き
ま
す
。

　

ら
の
参
加〔
１
月
８
日（
火
）公

　

開
予
定
〕

　

http://koubai.auctions.

　

yahoo.co.jp/hyg_toyooka_

　

city

【
下
見
会
】

　

落
札
し
た
物
件
は
返
品
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に

よ
く
見
て
公
売
に
参
加
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
日
時　
１
月
20
日（
日
）午
前
10

　

時
〜
午
後
３
時

▼
場
所　

本
庁
舎　

１
階（
日
曜

　

納
税
相
談
同
時
開
催
）

※
大
型
物
件
は
下
見
会
に
展
示
し

　

ま
せ
ん
。
下
見
を
希
望
す
る
方

　

は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

日
程
な
ど
を
調
整
し
ま
す
。

▼ 

そ
の
他　
次
の
サ
イ
ト
で
も
公

売
の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

○
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
3.city.toyooka.

　
　
　

lg.jp/koubai/top.htm

○
ヤ
フ
ー
㈱
の
公
売
シ
ス
テ
ム

　

http://koubai.auctions.

　
　
　
　
　
　
　

yahoo.co.jp/

《
問
合
せ
》
税
務
課

　

☎
23
–
1
1
1
8

　市では、税の公平性と自主財源の確保を図るため、１月から３月までを「税収確保重点期間」
と定め、市税の滞納があり、納付も納税の相談もない方に対し、差押などの滞納処分を強化し
ます。
　市税の納付が困難な場合、滞納を放置せず、まず、相談してください。
　また、納税は便利な口座振替もできますので、ぜひ、利用してください。

《問合せ》税務課☎23‒1118

申告期間

２月18日（月）～３月15日（金）

１～３月は税収確保重点期間です

今
月
の
イ
チ
オ
シ

2～7

市
政
ニ
ュ
ー
ス

8～11

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

豊
岡

12～23

く
ら
し
の
情
報

24～29

保
健
行
事

30～31

図
書
館
・

つ
ど
い
の
広
場

32～33

主
な
相
談
・

主
な
行
事

34～35

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

豊
岡

12～23


